
ショートステイ （ 短期入所 ）とは
在宅での介護が一時的に困難になった場合などに、短期間施設に入所して
生活していただくものです.

利用定員 ／１５名
対象者 ／要支援、要介護認定を受けている方

　ただし、申請中の方で、依頼されている介護支援
　専門員からの要請があった時は利用可能です｡

サービス内容
食　 事 ：身体状況に配慮した食事を毎日（３食）を提供します。

入　 浴 ：身体状況に配慮した入浴または清拭を週２回以上行います。

排　 泄 ：プライバシーを尊重した排泄介助を行います。

整容等 ：個人としての尊厳に配慮し、生活のリズムを考えて援助します。

生活相談 ：暮らしに関する様々な相談に誠意をもって対応します。

健康管理 ：看護師による健康管理と主治医との連携に努めます。

娯楽等 ：趣味活動や四季折々の行事を企画します。

　①介護サービス利用時の本人負担額（／１日あたり）

要介護度区分 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

１．介護サービス単位数 529 652 756 833 915 994 1072

２．サービス利用１割負担額 573円 707円 819円 903円 991円 1,077円 1,161円

３．滞在費 1,171円 1,171円 1,171円 1,171円 1,171円 1,171円 1,171円

４．食費 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円

５．本人負担額（2.+3.+4.） 3,189円 3,323円 3,435円 3,519円 3,607円 3,693円 3,777円

１．介護サービス単位数 529 652 756 833 915 994 1072

２．サービス利用１割負担額 573円 707円 819円 903円 991円 1,077円 1,161円

３．滞在費 855円 855円 855円 855円 855円 855円 855円

４．食費 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円

５．本人負担額（2.+3.+4.） 2,873円 3,007円 3,119円 3,203円 3,291円 3,377円 3,461円

184 221円

※サービス提供体制強化加算Ⅱ（1８単位）、夜勤職員配置加算Ⅲ（15単位）、看護体制加算Ⅲ（12単位）、

　 看護体制加算Ⅳ（23単位）介護職員処遇改善加算Ⅰ（総単位数の8.3％）、介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

   （総単位数の2.7％）、介護職員等ベースアップ等支援加算（総単位数の1.6％）を含みます。

　（要支援の方はサービス提供体制強化加算Ⅱ、介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

　介護職員等ベースアップ等支援加算の4つを含む）

　生産性向上推進体制加算Ⅱ（月10単位）は別途加算されます。

　緊急でご利用の場合、上記以外に緊急短期入所受入加算（９０単位）が加算されます。

※一定の所得以上の方は２割負担、あるいは３割負担の場合があります。

※介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、滞在費、食費が減額されます。

※社会福祉法人利用者負担減免確認証をお持ちの方は、本人負担額が一定割合で減額されます。

※入所・退所日等の食事については、朝食３３０円・昼食６００円・夕食５１５円として請求させていただきます。

　②その他の利用料金（／回）
金額 　　備考 　～問い合わせ～

喫茶 １００円 原則毎日利用可能 　南生苑短期入所事業所（事業所番号2371200821）

※　日程、時間を変更することがあります 　〒４５７-０８３５　　名古屋市南区西又兵ヱ町４丁目８番２

　　ＴＥＬ　（０５２）-６１９-５３１０

　担当　生活相談員  ：  加藤、臼井、岩舘
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南生苑ショートステイのご案内


